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 議案第５号 教職員の人事異動について 

 議案第６号 北名古屋市学校運営協議会規則の一部改正について 

 議案第７号 北名古屋市学校給食費取扱要綱の一部改正について 
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＜  午前１１時３０分  開会  ＞  

 

教育長（松村光洋）  

ただいまの出席数は６名で、定足数に達しております。よって会議は成立

しますので、令和８年３月北名古屋市教育委員会臨時会議を開会いたします。  

 

教育長（松村光洋）  

  日程第１、前議事録の承認を議題とします。  

  お諮りします。令和８年２月４日の教育委員会会議の議事録を、承認する

ことにご異議ございませんか。  

 

  （全員「異議なし」の声あり）  

 

教育長（松村光洋）  

  全員異議なしと認め、前議事録は事務局原案のとおり承認することに決定

いたしました。各委員、署名をお願いします。  

 

  （教育長、各委員が前議事録に署名）  

 

教育長（松村光洋）  

  次に、日程第２、議事に移ります。  

  議案第５号、教職員の人事異動についてを議題とします。議案審議に入る

前にお諮りしたいことがございます。議案第５号は、人事に関する案件でご

ざいますので、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項、

ただし書きにより」非公開とすることについて、私から発議をさせていただ

きます。また、同条第８項に討論を行わないで、その可決を決しなければな

らないとされていますので、併せて採決をいたします。  

  議案第５号、教職員の人事異動について、非公開とすることにご異議ござ

いませんか。  

 

  （全員「異議なし」の声あり）  

 

教育長（松村光洋）  

  全員異議なしと認め、議案第５号を非公開といたします。  

 

（内容については、非公開）  

 

教育長（松村光洋）  

これより会議を公開とします。  

次に、議案第６号、北名古屋市学校運営協議会規則の一部改正についてを
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議題とします。事務局説明をお願いします。  

 

教育指導員（尾崎洋志）  

  議案第６号、北名古屋市学校運営協議会規則の一部改正について、ご説明

申し上げます。北名古屋市学校運営協議会規則の一部を改正する規則を別紙

のとおり定めるものとする。令和８年３月６日提出。提案理由、この案を提

出するのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５第４項

の改正に伴い、公立学校の校長が学校運営協議会の承認を得ることとなって

いる学校運営に関する基本的な方針に、業務量管理・健康確保措置の実施に

関する事項が追加されたため、本規則の一部を改める必要があるからでござ

います。改正の内容につきましては、新旧対照表をご覧ください。第４条に

対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、

協議会の承認を得るものとするとあり、⑵公立の義務教育諸学校等の教育職

員の給与等に関する特別措置法第７条第１項に規定する業務量管理・健康確

保措置の実施に関することが追加されました。説明は以上となります。  

 

教育長（松村光洋）  

  ただいまの説明について、何かご質問等ございませんか。  

 

  （しばらくの間）  

 

教育長（松村光洋）  

  お諮りいたします。議案第６号について、ご異議ございませんか。  

 

  （全員「異議なし」の声あり）  

 

教育長（松村光洋）  

  全員異議なしと認め、議案第６号、北名古屋市学校運営協議会規則の一部

改正については、承認されました。  

次に、議案第７号、北名古屋市学校給食費取扱要綱の一部改正についてを

議題とします。事務局説明をお願いします。  

 

給食センター長（北村智徳）  

  議案第７号、北名古屋市学校給食費取扱要綱の一部改正について、ご説明

申し上げます。北名古屋市学校給食費取扱要綱の一部を改正する要綱を別紙

のとおり定めるものとする。令和８年３月６日提出。提案理由、この案を提

出するのは、令和８年４月１日より学校給食費の単価を改訂するため及び子

育て世帯における学校給食費の負担軽減を図るため、本要綱の一部を改める

必要があるからでございます。今回の改正は、令和７年７月の教育委員会会

議において既にご承認いただいております学校給食費単価改訂に伴う条文整
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備、欠席等に係る減額規定の明確化、令和８年度における給食費徴収の特例

措置を定めるものでございます。提案理由にございますとおり、単価改定の

反映と、子育て世帯への負担軽減を制度上整理するための改正でございます。

具体的な改正内容についてご説明いたします。新旧対照表の第２条第２項第

１号及び第２号をご覧ください。これは令和７年７月の教育委員会会議でご

承認いただきました内容を、要綱上の規定として明文化するものでございま

す。児童は、２７０円から３１０円、生徒は、３１０円から３６０円と規定

するものであり、既決事項の制度上の整備でございます。続いて、第７条第

１項第２号の改正部分をご覧ください。現行規定では、「連続７日以上」と

規定し、その最初の日と最後の日との間に休日等がある場合はそれを含む、

という構造になっております。しかし、この表現では、土曜日・日曜日を含

めるのか、暦日で数えるのか、給食実施日で数えるのかが分かりにくい条文

構成となっておりました。実務上は「給食実施日」を基準として運用してお

りますが、条文上は暦日基準とも読めるため、規定の明確化を図る必要がご

ざいました。そこで今回の改正では、「連続７日以上」を「給食実施日連続

５日以上」に改め、さらに、休日等その他給食を実施しない日は算定から除

くことを明示しております。これにより、土曜日・日曜日や休日などは算定

対象外であることが条文上明確となり、制度の解釈と運用の安定性が高まり

ます。制度趣旨を変更するものではなく、規定整理でございます。続いて、

附則をご覧ください。ここが今回の改正の重要な整理でございます。附則第

３項において、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までに実施する給

食については、児童等の保護者から給食費を徴収しないことを定めておりま

す。これは、子育て世帯への経済的支援を図るための令和８年度限定の特例

措置でございます。ただし、生活保護法第１３条に基づく教育扶助を受給し

ている世帯につきましては、給食費相当額が扶助費として支給されている制

度構造を踏まえ、本特例の対象外としております。制度間の整合性を確保す

るための整理でございます。最後に、説明書をご覧ください。ここまでご説

明した内容を、改正理由、改正条項、施行期日の順に整理したものでござい

ます。施行日は令和８年４月１日であり、同日以後に実施する学校給食から

適用いたします。以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い

申し上げます。  

 

教育長（松村光洋）  

  ただいまの説明について、何かご質問等ございませんか。  

 

（諸星委員、挙手）  

 

教育長（松村光洋）  

  諸星委員、お願いします。  
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委員（諸星明彦）  

  議案として提出する資料については、（案）と付すべきではないでしょう

か。  

 

教育長（松村光洋）  

  全体に係わりますので、精査します。  

 

教育部長（安井政義）  

  市教育委員会では、市議会に提出している方式で行っています。改めて確

認し、必要に応じて精査します。  

 

  （しばらくの間）  

 

教育長（松村光洋）  

  お諮りいたします。議案第７号について、ご異議ございませんか。    

 

  （全員「異議なし」の声あり）  

 

教育長（松村光洋）  

  全員異議なしと認め、議案第７号、北名古屋市学校給食費取扱要綱の一部

改正については、承認されました。以上で議事を終了いたします。  

次に、日程第３、報告に移ります。⑴教育長報告について、別紙をご覧く

ださい。２月１０日に第９回いじめ問題専門委員会を行いました。進展がな

く残念で申し訳ないと思っております。また、結果を報告させていただきま

す。２月２０日に定例会が始まり、３月２３日までの３２日間です。同日、

委員の皆様方にお時間を取っていただき、教育委員会臨時会議を開きました。

重大事態案件を受け、２月２４日のいじめ問題対策連絡協議会に報告及び方

針の検討を行いました。３月５日、本会議で１件の一般質問がありました。

本日３月６日、卒業証書授与式に出席していただき、ありがとうございまし

た。以上で教育長報告を終わります。ただいまの報告につきまして、何かご

質問等ございませんか。  

 

  （しばらくの間）  

 

教育長（松村光洋）  

  以上で、教育長報告を終わります。  

 

教育長（松村光洋）  

  続きまして、⑵所管事項報告に移ります。令和７年度教職員退職辞令伝達

式及び令和８年度教職員辞令伝達式について、事務局説明してください。  
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教育部次長兼学校教育課長（高橋真人）  

  令和７年度教職員退職辞令伝達式及び令和８年度教職員辞令伝達式につい

て、ご説明申し上げます。退職辞令伝達式においては、令和８年３月３１日

火曜日の午前９時３０分から市役所西庁舎４階大会議室において行いますの

で、委員の皆様の出席をお願いいたします。当日は西庁舎３階３０１会議室

が控室となっておりますので、定刻前にお集まりいただきたく存じます。当

日、駐車場が満車の場合は、庁舎北側の西春中学校のグラウンドを開放して

おりますので、南門から入りご利用ください。なお、３月３１日には、退職

辞令伝達終了後に３０１会議室にお戻りいただき、令和７年度最後の教育委

員会会議を開催しますので、よろしくお願いいたします。続きまして、令和

８年度教職員辞令伝達式について、ご説明申し上げます。辞令伝達式におい

ては、令和８年４月１日水曜日の午前１０時から市役所西庁舎４階大会議室

において行いますので、連日となりますが委員の皆様の出席をお願いいたし

ます。当日は西庁舎３階３０１会議室が控室となりますので、定刻前にお集

まりいただきますようお願いいたします。前日同様駐車場が満車の場合は、

庁舎北側の西春中学校のグラウンドを開放しておりますので、ご利用くださ

い。説明は以上となります。  

 

教育長（松村光洋）  

  ただいまの説明について、何かご質問等ございませんか。両日お忙しいと

ころ申し訳ありませんが、ご出席をお願いいたします。以上で、会議・行事

等についての報告を終わります。その他、連絡事項について、事務局説明し

てください。  

 

教育部次長兼学校教育課長（高橋真人）  

  〇令和８年度教育委員会会議年間日程表の変更点について説明  

  〇令和７年度小学校卒業証書授与式来賓案内について説明  

  〇令和８年度小中学校入学式来賓案内について説明  

 

学校教育課主幹（水野正景）  

○次回の教育委員会会議について説明  

 

教育長（松村光洋）  

  以上で、本日予定しておりました日程は、全て終了しました。これをもち

まして、本日の会議を閉会とします。ご協力ありがとうございました。  

 

 

＜ 午後０時１０分 閉会 ＞ 


